
 

 
 

平成 21 年 5 月 12 日 

 

各    位 

会 社 名 宝 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

代 表 者 名 取 締 役 社 長     大 宮    久

（ コ ー ド 番 号 2 5 3 1  東 証 、 大 証  第 1 部 ）  

問 合 せ 先 取締役 IR 室長    松崎 修一郎

T E L ( 0 7 5 ) 2 4 1 - 5 1 2 4

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 21 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 26 日

開催予定の第98回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」（平成１６年法律第８８号、以下「決済合理化法」という。）が平成２１年１月５日付で施行され、

上場会社の株式にかかる株券が一斉に電子化されました。これに伴い、当社定款上、不要となりま

した株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定または文言について削除、修正等の変更お

よび条数の繰り上げを行うものであります。＜現行定款第７条、第９条、第１０条、第１１条＞ 

また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行の翌日から起算して１年を経過する日までこ

れを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設するものであります。 

 

（２）将来に備えた経営体制強化施策の一環としてあらたに取締役副会長を置くことができるよう、代表取

締役および役付取締役に関する規定を変更するものであります。＜現行定款第２４条＞ 

また、これに伴い、取締役会の招集権者および議長に関する規定に所要の変更を行うものでありま

す。＜現行定款第２５条＞ 

 

２．変更の内容 

別紙の「定款一部変更新旧対照表」のとおりです。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 21 年 6 月 26 日（予定） 

定款変更の効力発生日    平成 21 年 6 月 26 日（予定） 

 

以 上 



 
＜別 紙＞ 

 

定款一部変更新旧対照表 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

第８条 （条文記載省略） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。

２ 当会社は、単元未満株式に係る株券を発

行しない。ただし、株式取扱規則に定めると

ころについてはこの限りではない。 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主

（実質株主を含む。以下同じ。）は、株式

取扱規則に定めるところにより、その単

元未満株式の数と併せて単元株式数と

なる数の株式を売り渡すことを請求する

ことができる。 

 

（株主名簿管理人） 

第 11 条 当会社は株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって定め、

これを公告する。 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を

含む。以下同じ。）、新株予約権原簿お

よび株券喪失登録簿の作成ならびに備

置きその他の株主名簿、新株予約権原

簿および株券喪失登録簿に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、当

会社においては取り扱わない。 

 

第 12 条～第 23 条 

（条文記載省略） 

 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第 24 条 取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社

長２名、専務取締役および常務取締役

各若干名を選定することができる。 

２ 取締役会長、取締役社長および取締

役副社長は、各自会社を代表する。 

 

 

 

（削 除） 

 

第７条 （条文は現行どおり） 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。

（削 除） 

 

 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、

株式取扱規則に定めるところにより、その単

元未満株式の数と併せて単元株式数となる

数の株式を売り渡すことを請求することがで

きる。 

 

 

（株主名簿管理人） 

第 10 条 当会社は株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱

場所は、取締役会の決議によって定め、

これを公告する。 

３ 当会社の株主名簿および新株予約権

原簿の作成ならびに備置きその他の株

主名簿および新株予約権原簿に関する

事務は、これを株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取り扱わない。 

 

 

 

第 11 条～第 22 条 

（現行定款第 13 条を第 12 条とし、以下第 23 条ま

で１条ずつ繰り上げる。条文は現行どおり。） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役副会長、取締役社長各１

名、取締役副社長２名、専務取締役およ

び常務取締役各若干名を選定すること

ができる。 

２ 取締役会長、取締役副会長、取締役

社長および取締役副社長は、各自会社

を代表する。 



 
現行定款 変更案 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めある場

合を除き、取締役会長がこれを招集し、

議長となる。 

２ 取締役会長に欠員または事故があると

きは、取締役社長が、取締役社長に事

故があるときは、取締役会においてあら

かじめ定めた順序により、他の取締役が

取締役会を招集し、議長となる。 

 

第 26 条～第 43 条 

（条文記載省略） 

 

 

（新 設） 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めある場

合を除き、取締役会長がこれを招集し、

議長となる。 

２ 取締役会長に欠員または事故があると

きは、取締役会においてあらかじめ定め

た順序により、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

 

 

第 25 条～第 42 条 

（現行定款第 26 条を第 25 条とし、以下第 43 条ま

で１条ずつ繰り上げる。条文は現行どおり。） 

 

附則 

第１条  当会社の株券喪失登録簿の作成および

備置きその他の株券喪失登録簿に関する

事務は、これを株主名簿管理人に委託し、

当会社においては取り扱わない。 

２  本条は、平成 22 年１月６日をもってこれを

削除する。 

 


